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⅘
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⅓
‵
⅁
ⅶ
⅗
ら
ℵ
ℿ
ⅵ
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⅕
এ
ℵ
Ⅻ
ⅅ
⅍
„

Ւ
ධ　

ါ
བ
⅘
؊
ℷ
ら
ⅶ
ⅵ
ၾ
⅛

ಋ
ဩ
ⅻ
ဥ
փ
⅔
℻
ⅵ
ℹ
”
⅕
ℵ
ℶ

⅕
⅁
ⅷ
⅔
ⅇ
⅚
„
ৗ
ⅰ
ၾ
⅜
ഛ
࢓

⅘
ऒ
ֲ
⅃
ⅶ
Ⅻ
ⅇ
ℹ
ら
”
հ
೰
ⅅ

⅓
ષ
ݭ
⅛
Ⅿ
⅛
ⅻ
ै
⁁
⅓
ℵ
ℽ
⅛

⅘
⅜
ܿ
੅
℺
ຈ
ါ
⅔
ⅇ
„

　
ࣽ
年
２
月
に
‱
ݓ
ಃ
↬
↼
ン
↟
′

に
認
定
さ
れ
た
「
ち
え
び
じ
ん 

ࣄ

ಋ
෿
ਈ
」
。
こ
の
↽
ↄ
ュ
ー
ル
に

は
、
同
じ
く
認
定
੸
຦
の
「
き
つ
き

ࣄ
ಋ
」が
ঀ
用
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
こ
の
コ
↼
↲
↿
ー
シ
ョ
ン
が
ど

の
よ
う
に
し
て
実
現
し
た
か
、「
ち

え
び
じ
ん
」
の
௬
ࡓ
で
あ
る
中
࿤

ਈ
௮
の
య
ນ
・
中
࿤
੓
෗
さ
ん
と

「
き
つ
き
ࣄ
ಋ
」
୆
産
者
の
Ւ
ධ
ࢫ

঱
さ
ん
に
お
話
を
ॿ
い
ま
し
た
。

　
⃹
年
連
続
↸
ン
↟
セ
↿
ク
シ
ョ
ン
ड
高
金
ર
を
受
ર
し
た
ॽ
込

み
କ
で
じ
っ
く
り
କ
੄
し
し
た
「
き
つ
き
ࣄ
ಋ
」
を
、
地
ࡓ
ݓ
ಃ

産
の
ධ
高
෿
で
೘
け
た
２
年
੃
成
の
෿
ਈ
と
↬
↿
ン
↟
。
ࣄ
ಋ
の

ࣝ
り
と
෿
ਈ
の
ক
み
が
↴
ッ
↘
し
た
֝
຦
で
す
。

　
ⅽ
ル
コ
ー
ル
は
７
度
と
ࢱ
え
め
で
۫
口
に
ॽ
ષ
げ
ら
れ
て
お
り
、

お
ਈ
が
৻
い
方
に
も
お
す
す
め
。
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子
ど
も
た
ち
に
い
ず
れ
訪
れ
る

就
職
や
自
立
の
選
択
肢
を
広
げ
て
い
くȝ

　

施
設
か
ら
の
ۑ
め
で
‱
き
つ

き
プ
ロ
ジ
⁉
ク
↞
′
を
知
り
ま

し
た
。

　

ݱ
が
ࢡ
き
で
、
高
校
の
部
ڰ

動
で
は
『
う
し
部
』
で
ݱ
の
ব

育
を
し
て
い
ま
す
。
実
際
の
ཪ

場
で
学
Ⅳ
こ
と
が
で
き
る
と

い
う
こ
と
で
、
⅊
⅟
参
加
し
た

い
と
এ
い
ま
し
た
。

　

体
ࡑ
ڰ
動
で
は
、
ݱ
に
׎
を

あ
げ
た
り
、
࿉
ۈ
り
や
஄
૆
な

ど
を
し
ま
し
た
。
日
ુ
的
な
ڰ

動
を
も
っ
と
体
ࡑ
し
て
み
た

い
で
す
。

　

プ
ロ
ジ
⁉
ク
↞
に
参
加
し
、

ݱ
で
୆
ࠗ
を
立
て
て
い
る
人

を
間
߃
に
見
て
、「
す
ご
い
」
と

এ
い
ま
し
た
。
੿
ြ
は
自
分
の

土
地
を
持
っ
て
ݱ
を
ব
育
し

た
い
と
এ
っ
て
い
る
の
で
、
୆

産
の
အ
子
を
見
て
自
分
の
੿

ြ
௨
を
ຝ
く
こ
と
が
で
き
ま

し
た
。

児童ူࢌঔ୭ȁ૩͈࿐

Ȫఱ໦ঌȫ

നġర໒̯ͭ݌
͢ġ̱ġ̺ȁȁȁͣȁͭ

ɣġ͈ͤ͞׎အঊ

　

参
加
し
た
子
ど
も
の
う
ち
、

２
人
に
１
人
が
「
こ
の
場
所
（
体

ࡑ
ڰ
動
を
し
た
地
֖
）
の
ߗ
気

が
ࢡ
き
」
と
൞
え
て
く
れ
ま
し

た
。
ま
た
、
全
員
が
෠
家
の
方
が

أ
か
く
ࠞ
え
て
く
れ
た
こ
と
を

ܘ
し
そ
う
に
話
し
ま
す
。

　

子
ど
も
た
ち
が
施
設
退
所
ࢃ

に
自
立
す
る
た
め
に
は
、「
ど
ん

な
場
所
で
ど
ん
な
ॽ
事
を
す
る

の
か
。
そ
こ
に
ど
ん
な
人
が
い

る
の
か
。
」
と
い
う
事
が
ਹ
要
だ

と
ۜ
じ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
事
業
を
通
し
て
、
෠
業

と
い
う
ॽ
事
の
こ
と
は
も
ち
ⅷ

ん
、
ݓ
ಃ
と
い
う
地
֖
と
、
そ
こ

で
༥
ら
す
方
々
の
أ
か
さ
を
ߓ

体
的
に
体
ࡑ
し
て
も
ら
え
る
よ

う
な
ڰ
動
に
し
て
い
き
た
い
で

す
。
そ
し
て
、
い
つ
の
日
か
๞
ら

が
次
ଲ
య
の
子
ど
も
た
ち
を
受

け
入
れ
る
事
業
者
と
な
り
、
أ

か
い
෠
福
連
携
が
定
಍
し
て
い

く
こ
と
を
願
い
ま
す
。

අ೰๱א၌ڰ൲༹૽

̤̤̞̹ঊ̓͜支援ΥΛΠ

ಎ野ġ୍ং̯ͭ
̈́ġ̥ġ͈ȁȁ̵ġ̞ġ̲

നศཪા

നศġ大ਏ̯ͭ
̹ġ͊ġ̹ȁȁ͌ġͧģ̇

　

জ
の
ཪ
場
で
は
、
中
学
୆
2

人
、高
校
୆
1
人
を
受
け
入
れ
ま

し
た
。

　

‱
き
つ
き
プ
ロ
ジ
⁉
ク
↞
′
の

話
が
あ
っ
た
と
き
、
参
加
す
る

子
ど
も
た
ち
に
と
っ
て
も
、
জ

た
ち
に
と
っ
て
も
ၻ
い
機
会
だ

と
এ
い
ま
し
た
。

　

子
ど
も
た
ち
に
と
っ
て
は
い

ⅷ
い
ⅷ
な
職
業
の
体
ࡑ
に
な
る

し
、
੿
ြ
的
に
人
手
を
増
や
す

こ
と
を
ࣉ
え
て
い
る
জ
た
ち
に

と
っ
て
は
、
そ
の
時
の
シ
ミ
ュ

↿
ー
シ
ョ
ン
に
も
な
り
ま
す
。

ま
た
、
市
の
ő
œ
に
も
な
る
の

で
ၻ
い
事
業
だ
と
এ
い
ま
す
。

　

ࣽ
ࢃ
、
も
っ
と
受
け
入
れ
୶

も
参
加
者
も
増
え
る
と
い
い
で

す
⅚
。
受
け
入
れ
事
業
者
が
増

え
る
と
஖
఼
ঠ
も
増
え
ま
す
。

　

子
ど
も
た
ち
に
『
෠
業
』
と
い

う
஖
఼
ঠ
が
で
き
て
、
こ
れ
が

き
っ
か
け
で
就
෠
す
る
子
が
で

て
く
れ
⅝
ܘ
し
い
で
す
。
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# 杵築
#農業
#挑戦
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　そこにྛ力も̲ۜています
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ষのૄ件をྖたしていれ͊、どなたでもحවできます。

ġȆĳıपոષķıपྚྖ̜́るȃ

ġȆ࣭ ྦྷා͈߄లĲ࣢๭༗ࡏ৪̜́るȃ

ġȆ࣭ ྦྷා͈߄༗ၳࡏを྾ੰ̯̞̞ͦ̀̈́ȃ

ġȆ෠ުͅාۼķı඾ոષਲম̱̞̀るȃ

Ⱥ૧෠ު৪年金のਅ႒Ȼ

ɛඅ႕ັح年金

付ݯઇすることによりࠑא者やల२者に経ࠑࢃ

されます。࣭ 。༞੩を਋けている方が対યですࡩ

ɛ෠ު৪ჇႢ年金

෠ުをやめなくてもݯ付されます。

Ⱥ૧෠ު৪年金のĶつのιςΛΠȻ

ӱ積ၛ༷式のږ೰ݶ੄߿年金‥‥自分でୟ͙立て

た年ࡔ߄঩ȼ׋ဥףを元に年ڣ߄をॳ੄します。

Ӳ༗ၳࡏをুဇに୭೰で̧ま̳‥‥ڣ࠮ĳྔ׫から

ķྔĸ୷׫のํ囲ඤで、୷׫ౙպで自ဇに஖఼で

きます。

ӳĹıपまでの༞ੲັ̧ਞ૸年金‥‥෠ު者ჇႢ年

。਋け৾ることができますپ௱ķ5पから生ࡔ、は߄

に、Ĺıपஜにཌくなられた場ࣣでも、Ĺıपまでب

に਋け৾れるはずであった෠ު者ჇႢ年߄がঘཌ

֚時߄として遺族に঑ݯされます。

Ӵ୕ଷષの࿹ߚந౾が̜り大་おංで̳‥‥ྦྷۼ

のࡢ人年߄は所ං୕法ષ、生ྵ保ࢱၳࡏ除がഐ

ဥされ、ࢱ除ڣのષ限は5ྔ׫ですが、෠ު者年

。除がഐဥされますࢱၳࡏ社会保ڣは஠߄ڥの߄

ӵ෇೰෠ު৪な̓の౜い਀の皆様͉、༗ၳࡏの࣭

༞੩が਋̫られま̳‥‥෠ުの౜い਀として֚ࡩ

定の要件をྖたす人には、保ၳࡏの࣭ࡩ༞੩（࠮

があり（׫೒ॳするとड大でĳ1ķྔ、׫डࣞ1ྔڣ

ます。この࣭ࡩ༞੩ڣは、෠地等の経ࠑאઇをす

れ͊ࡔ௱ķ5पから特႕付ح年߄として਋ݯでき

ます。෠地等の経ࠑאઇの時期についての年Ⴂ

制限はなく、本人のఘ力などに؊̲て਋ݯの時期

をࠨめられます。

Ⱥ૭ࣺ Ȇ͙࿚いࣣわ̵୶Ȼ

ȁ෠ުտ֥ٛমྩ Ȫޫ�ıĺĸĹĮķĵĮıĸĲĲȫ

ȁŋł̤̤̞̹൐໐মު໐ġݓಃ঑ഝȪ�ıĺĸĹĮķĳĮĴıĶĲȫ

ȁŋł̤̤̞̹൐໐মު໐ġ५ࣝ঑ഝȪ�ıĺĸĸĮĸĶĮĲĳĲĲȫ

ȁJA̤̤̞̹ཤ໐মު໐ġനஅ঑ഝȪ�ıĺĸĹĮĳķĮĴĲĴĲȫ

ɦ෠ު৪ා߄ܖ߄ȁũŵŵűĻİİŸŸŸįůŰŶůŦůįŨŰįūű

ȸ੿ြのհ೰̱̹Ⴧࢃ୆ڰȹの̹͛ͅ

ව̱̱̠͘͡ȃحͅ

（૧）෠ު৪年金
　෠地を෠地ոٸの࿒的で၌ဥする場ࣣ、෠地法

のݺ可਀続きが必要です。

ɥ෠౷のഢဥと͉ȉ

　෠地を෠地でྫくすこと。႕え͊෠地をਯ఺、ࢥ

場、঩ऺ౾場、ಛ৬場、ൽ路、५ႅĩ଩・ΪΦ΅等の

植ႅĪなどのဥ地にഢ۟することです。

ɥخݺ਀௽̧͉な̶ຈါȉ

　෠地は૙ၳの大切な生ॲܖ๕であるとともに自

然ब害ཡগ等多࿂的な機能を໵せ঵ち、࣭ ാのޛ

いِが࣭にとって大切に৿っていく必要があるも

のです。このため෠地のഢဥには෠地法によるܰ

制がかけられています。

ɥచયとなる෠౷͉ȉ

　஠ての෠地（ന、ศ、न௜༶ཪ地等）がഢဥݺ可の

対યとなります。ഴܱ地࿒が෠地なら͊、ैࣈされ

ていなくても෠地଻ĩ෠地として活ဥできる状ఠĪ

があれ͊෠地としてեわれます。また、ഴܱ地࿒が

෠地でなくても、ै ໤等を๬෽ۯ理されているാ

地も෠地と͙なされます。

ɥ֚শ的なഢဥ͉ȉ

୭ب、୭ൽ路ب、୭事ྩ所ب、事のևに෠地をࢥ　

঩ऺ౾場等でঀဥすることにより֚時的にैࣈの

੄ြない状ఠにすることです。また、෠地௮成（෠

地のଣષ̬）等を行う場ࣣも֚時ഢဥとなります。

֚時ഢဥの場ࣣは、ݺ可਀続きが必要なષに、ࢥ事

ਞၭࢃす͙やかにैࣈのできる状ఠに復元し、ঌ

෠ުտ֥会を೒̲ࡇへ༭࣬しなけれ͊なりません。

ɥ෠ުဥঔ୭ဥ౷として၌ဥ̳るાࣣに͉ȉ

　自ࡨ所ခの෠地を温৒、಄ৡ、෠機ߓாࡩ等෠ު

経אષ必要なঔ୭にഢဥする場ࣣで、࿂ୟがĳıı

Ԧྚྖであれ͊එ੄、ĳııԦոષであれ͊ݺ可が

必要です。

ɜخݺ਀௽̧のஜに

　ഢဥする෠地が෠ު૦ޟ地֖ඤの෠ဥ地֖ߊඤ

にある場ࣣ、除ٸ਀続きをしたષでഢဥのݺ可਀

続きを行う必要があります。　

ɦ除ٸ਀続きについてはࣈ地କॲ課に̮௖౴く̺さい。

ɜྫ౯で෠౷をഢဥ̳るとȤ

 ġࢥ事のಎগやࡔ状回復などのྵ႓等が発せられ

たり、Ĵ年ոئのಮ࿨やĴııྔ׫（法人は1ؙ׫）ո

。せられる場ࣣがありますشが߄のัئ

ɦ෠地ഢဥのમしい̮௖౴は、෠ުտ֥会事ྩޫ

　までお࿚いࣣわせく̺さい。

ྫ̷̩ Ȋ̠෠౷のྫ౯ഢဥ
ȡ大୨̈́෠地ͬ৿̱̠ͤ͘͡ȡ

෠ުտ֥ٛমྩ Ȫޫ�ıĺĸĹĮķĵĮıĸĲĲȫ
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ઐ଼ ࿆

෠ႅه هಿ

ઐ଼ ࿆
͘ ̾ ̈́ り ȁ̱̬ͥ

෠

໹

ȁ໹଼Ĵıාĺ̳࣒ͥٳͅ࠮లĴࡄ͈ܢਘ

୆ͬ༡ਬ̱̳͘ȃ͈ࢷڠਫ਼ခ̳ͥΧ;ΑȆ

஖ضા́ऩ෽̳͍͘͞ڠ̞̀̾ͅאࠐȃ

ȺࡄਘۼܢȻȁĳාۼ

Ⱥ؊༡঩ڒȻȁࡔ௱ĳ Ĳ૽ழ

ȁȁȁȁȁȁȪĳ૽͈̠̻ Ĳ૽ ͉Ķıपոئȫ

Ⱥ༡ਬࡠܢȻȁ໹଼Ĵıාĵ࠮Ĵı඾

Ⱥࡄਘ๯ဥȻȁྫၳ

Ⱥ؊༡୶Ȼ

ȁఱ໦ࡇ෠ުފ൳ழࣣġ൐໐মު໐

ȁهࠝ׬Ȫ☎ıĺĸĹĮķĳĮĴıĶĲȫ

ɡ ࡄ ਘ ୆ ༡ ਬ ಎ ɡ

ȁਖ෠΋ȜΙ͈͂͜ͅ೒̞Ȃ৘ਠ͞࿅݀

ȃ̳̞࣐ͬ̓̈́͘ڠ෠Ȃजא

ȺࡄਘۼܢȻȁĳාոඤ

Ⱥࡄਘ品࿒Ȼȁႊ݊ȂΠσ΋Ά΅ο;Ȃ

ȁȁȁȁȁȁ̴̧͕̤ȂμζΐΦΆ·

Ⱥ؊༡঩ڒȻȁࡔ௱ĳ Ĳ૽ழ

ȁȁȁȁȁȁȪĳ૽͈̠̻ Ĳ૽ ͉Ķıपոئȫ

Ⱥ༡ਬࡠܢȻȁ໹଼Ĵıාĵ࠮Ĵı඾

Ⱥࡄਘ๯ဥȻȁྫၳ

Ⱥ؊༡୶Ȼ

ȁ෠ႅهġ෠ଽْܑ߸Ȫ☎ıĺĸĹĮķĳĮĲĹıĺȫ

ɜġ෠ުষଲయ૽ऺൎ঩঩߄ȪාۼडఱĲĶıྔ׫ȟडಿĳාۼȫ͈ ȃ̳́۾ܥਘࡄ෇̹̦͛ࡇෝ̈́Ȃخ࢐ັ̦

ɜġౣܢఘࡄࡑਘ͉ଟশ਋̫ັ̫̞̳̀͘ȃ

杵築いちごڠ校
杵築市

έ͹ーζーΒΑクール

෠業にࠈわるٯさんが意েを変えていくことがਹ要です。
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税
は
、
公
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サ
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ビ
ス
の
財
源
の
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拠
で
す

　

税
金
は
、
教
育
や
福
祉
な
ど
の
各
種
公
共

サ
ー
ビ
ス
の
提
供
や
公
共
施
設
の
整
備
な

ど
、
市
民
の
皆
さ
ん
が
安
心
し
て
暮
ら
し
て

い
け
る
環
境
づ
く
り
に
使
わ
れ
ま
す
。
平
成

28
年
度
の
市
民
税
、
固
定
資
産
税
な
ど
納
め

て
い
た
だ
い
た
市
税
（
料
）
は
39
億
3
3
8

1
万
円
で
す
。
税
金
を
滞
納
す
る
と
、
市
の

財
政
を
圧
迫
し
、
公
共
サ
ー
ビ
ス
に
支
障
が

生
じ
ま
す
。
ま
た
、
期
限
内
に
税
金
を
納
付

し
て
い
る
多
く
の
方
々
と
の
公
平
性
も
欠

く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

滞
納
者
に
は
差
押
え
な
ど
の
処
分

　　

税
金
を
納
期
限
ま
で
に
納
め
な
か
っ
た

場
合
、
滞
納
者
の
意
思
に
関
係
な
く
延
滞
金

が
か
か
り
ま
す
。
ま
た
、
事
情
な
く
納
付
し

な
い
滞
納
者
に
対
し
て
は
、
ほ
か
の
納
税
者

と
の
公
平
性
を
保
つ

た
め
、
市
で
は
滞
納

処
分
（
差
押
え
や
捜

索
等
）
の
強
化
を
図

り
、
収
納
率
の
向
上

に
努
め
ま
す
。

休
日
相
談
窓
口
の
開
設

　　

市
役
所
開
庁
時
間
に
納
税
相
談
が
で
き

な
い
方
の
た
め
に
、
休
日
納
税
相
談
窓
口
を

開
設
し
ま
す
。

【
日
時
】　

12
月
10
日
㈰ 

10
時
～
15
時

【
場
所
】　

〔
本
庁
舎
〕
1
階　

税
務
課

問
税
務
課 

収
納
係

　（
☎
0
9
7
8-

62-

1
8
0
5
）

12
月
は
税
の
滞
納
整
理
強
化
月
間

滞
納
者
に
は
、

差
押
え
な
ど
の
滞
納
処
分
を
実
施
し
ま
す
！

⃃
୕
金
は
”
ຈ
ⅈ
納
期
ࡠ
内
⅘
納
め
て
く
だ

　
さ
い
„

⃃
ພ
ܨ
ⅰ
ब
害
な
⅖
ⅰ
Ⅽ
を
ං
な
い
ၑ
ဇ

　
で
納
୕
が
ࣾ
難
⅘
な
っ
た
時
は
”
்
め
⅘

　
相
談
し
て
く
だ
さ
い
„

区分 28年度
預貯金など※
差押金額

428件
1,973万円

※給与、年金、生命保険、不動産、
　動産（捜索による）等

▼滞納処分の実績

తොੜ分のၠれ

財産調査・捜索

財産差押え

換価
（公売・強制取立）

督促・催告

滞納発生

動産･
預金等

水ൽۯのൄࠫཡগ
　水道管の凍結や破裂は、気温マイナス４度が目安で
す。凍結し破裂すると水が出ないだけでなく、修理に多
額の費用を要します。冬本番を前に十分な対策をしま

ɜġൄり̳͞いと̭͉ͧȆȆȆȆȆ

　屋外でむきだしになっている水道管や、風当たり
が強い建物の北側にある水道管は要注意です。水
道メーターまわりなどにもご用心ください。

ɜġକൽۯがൄ て̽しま̽たらȆȆȆȆȆ

　自然にとけるまで待つか、タオル
や布を巻いて、その上からゆっくり
とぬるま湯をかけてとかします。
　直接熱湯をかけると水道管が破
裂するおそれがありますので、ぬる
ま湯でゆっくりとかしてください。

ɜġକൽۯが෫ႨしたらȆȆȆȆȆ

　止水栓を閉め、破裂箇所に布やテープなどを巻き
付けて応急処置をしてから、市指定の工事業者に修
理をお申し込みください。

ɜġ̷のఈの࿚いࣣわ̵

〔本庁舎〕　　上下水道課　　　　☎0978-62-2717
〔山香庁舎〕　山香上下水道係　　 ☎0977-75-2406
〔大田庁舎〕　大田振興課事業係　☎0978-52-2222

ɜġൄࠫをཡ̪に͉ȆȆȆȆȆ

　କൽιーターには、布
や発砲スチロールをビ
ニール袋に入れてメー
ターボックスの隙間に詰
め込むと効果的です。
　̧͚̺しのକൽۯには、布切れ
や毛布などを巻き、その上にビ
ニールテープなどを巻いて直接冷
たい空気が触れないようにしてく
ださい。水道管にはめ込むだけで
簡単に取り付けられる保温材もあ
りますので、市指定の水道工事業者にお問い合わ
せください。

※宅内の配管は個人管理となっています。
　取扱いには十分注意し、凍結防止につとめましょう。

発泡スチロール等

४ح৪༡ਬ

ȶおおいた༜ංȷで検索
ȶおおいた༜ංȷͺίςの

Θ;ンυーΡ͉̭̻ら

Ȭ̮ಕփ̩̺さいȭ

ͺίς͉ΑζーΠέ΁ン୺ဥで̳。

問 ࡇġ健康̿ り̩঑ه׳（☎ıĺĸĮĶıķĮĳķķķ）ȟ健康長਍̜ͭしͭهȬ杵築市健康ଔૺ܁ȭ（☎ıĺĸĹĮķĵĮĳĶĵı）

Ĵıııő ో଼でȂފॷഝ༘でおං̈́΍ーΫΑが受̫らͦͥɚ までྎˎ࠮

　日常のウォーキングや健診などによって得られる健康ポイントが目標ポイントに達成すると「おおいた歩得
カード」が画面に表示されます。このカードを大分県内の協力店で提示するとお得な特典を受けることができま
す。

杵築市の༷に͜っとおං！

1պのΙーθに͉ ȆȆȆȆȆ1૽̜たり̱ ௖൚の੸品׫ྔ

ĳȆĴպのΙーθに Ȇ͉ȆȆȆ1૽̜たりĴııı׫௖൚の੸品

4ȡ6 պのΙーθに͉ȆȆȆȆ1૽̜たりĳııı׫௖൚の੸品

杵築市限定グループへの登録には、アプリ登録時に発行される IDが必要となります。おおいた歩得アプ
リに登録後、健康長寿あんしん課に申請をしてください。
ɡ ΥΛトから૭୏

　市公式ウェブサイトから個人データを入力してください。
ɡ ૭୏ဥঞで૭୏

　申請用紙は杵築市健康推進館、もしくは市公式ウェブサイトで入手できます。
　必要事項を記入し、直接お持ちいただくか、郵送・FAXで下記の宛先まで提出してください。
　【宛先】　〒873-0005　杵築市大字猪尾956 番地　健康長寿あんしん課　　【FAX】　0978-64-2541

杵築市ࡠ೰Έσーίのഴ჏༹༷

次の①・②を満たす方
① 杵築市にお住まいの方 もしくは 杵築市内の事業所に勤務する方　② 18 歳以上（高校生は除

対
象
者

Έループഴ჏し̀ ષպ̱ ȡ˒պに豪ل賞品プτΔントɚ

グループの平均獲得ポイントが上位１～６位のチームに賞品プレゼント！１グループ３～５人で登録してください。

࠮1日 ～ 2࠮12 28日

໹଼ Ĵı ා

৘ঔۼܢ

࠮1日 ～12࠮12 25日

杵築市ࡠ೰Έσーίഴ჏ۼܢ

健康ζͼτーΐͺίς

༜̩Ģġ健૷に行 Ȋ̩ġ̷れ̺̫でġࣧلર品ġΊΛΠȊ

※画像はイメージです。
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ാ౷Ʀؚزに։動が̜̽たと̧
͉එ̫੄を
問税ྩهġࡥ೰঩ॲ୕߸ġ　☎ıĺĸĹĮķĳĮĲĹıĶĩඤ஌ġĲĳĵƦĲĳĶƦĲĳķ)

navigationnavigationnavigation

　固定資産税は、毎年1月1日শ点で土地、家屋、償却資

産を所有されている方に課税されます。

　土地または家屋を所有されている方で、家屋の૧築、

٨築、用ഷ変ࢵ(住఺をഝ༘に変ࢵした場合等)、৾ りٟ

しをされた方、土地の利用ેޙの変ࢵをされた方は、එ

け出が必要です。早めにႲ၁をお願いします。家屋で৾

りٟしの確෇が出来ない場合は、その家屋にచする固定

資産税が֨き続き課税されることがあります。なお、法

務ޫでഴ記を変ࢵされた方は、එ出はະ要です。

ɜؚزの৾りٟし

家屋を৾りٟした場合、法務ޫに

て࠺物྽৐ഴ記をすることが݅務

̿けられていますが、ةらかの事

ૂにより྽৐ഴ記が出来ないとき

やྚഴ記家屋の৾りٟしがあれ͊

「家屋৾ኲඑ出書」を税務課固定資

産税係に提出してください。

とりこわし

වढ़४ح঩ૣڒऔ૭୏
ĩ໤品Ȇ࿨ྩĪを਋ັಎ

問़ଽهġࠀ࿩߸　☎ıĺĸĹĮķĳĮĲĹıĴġĩඤ஌ġĳĳĹĪ

navigationnavigationnavigation

　杵築市では、平成2ĺ年ĵ月2ĵ日付けで杵築市物品ୋ

௮等のއ௔入ढ़४ح資ڒ等に۾する要ࣇを٨ୃし、平成

2ĺ・30年ഽに杵築市がอಕする物品ࣔ入・տు業務等

（設工事・௶ၾ・設計コンサルタント業務等をੰく࠺）

に۾するއ௔入ढ़४ح資ૣڒ査申୏のଟশ਋付をٳই

しました。

　物品ࣔ入・տు業務等の入ढ़४حを૧たに希望する

事業৪は、申୏書を提出してください。

※詳しくは市公式ウェブサイトをご覧いただくか、़ 政課 

。࿩係までお問い合わせくださいࠀ　

Ⱥ਋ັࡠܢȻ　平成30年1月31日(水)　※໾಩日をੰく

Ⱥ೹੄༹༷Ȼ　持४または郵送

Ⱥ೹੄ાਫ਼Ȼ　Ȭུ಩ৡ ȭ　2ٴ　़政課 ࠀ࿩係

Ⱥခ࢘ۼܢȻ

　資ڒ৪ྴ༧にഴशされた日～平成31年3月31日

設工事は2月、௶ၾ・設計コンサルタント業務は3月࠺※

　に਋付をထ定しています。

Ⱥ༡ਬါႀȻ

　市࿨所ڎ಩ৡ、市公式ウェブサイトで入手できます。

Ⱥ਋ັۼܢȻ

　12月11日（月）～ 28日（࿐）

　（土・日ဟ日、ਿ日をੰく8শ30分から17শまで）

　※郵送の場合は、12月28日（࿐）までのક印有࢘

Ⱥల1ষদࡑȻ

　日೾：平成30年1月13日（土）ĺশ～

　ٛ場：杵築市࿨所　Ȭུ಩ৡȭ　2ٴ 第2݈ٛ৒

※第2ষদࡑ以ࣛの日೾等は第1ষদࡑ合ڒ৪の͙に通

　౶します。

社会福祉士 1人

▼ 昭和53年4月2日から昭和62年4月1日までに生まれた人

▼ 社会福祉士の資格を有し、医療機関において、医療ソーシャルワーカーとして
　　3年以上の勤務経験がある人

土木技師 2人
▼ 昭和53年4月2日から平成12年4月1日までに生まれた人

▼ 高等学校もしくは大学で土木課程を専攻し卒業または卒業見込みの人

職種 採用予定数 受験資格(各職種、すべての要件を満たすこと)

※採用予定者数は変更になることがあります。成績が基準点に達する人がいない場合は、採用しないことがあります。
※採用後は市内に居住することを希望します。
※地方公務員法第16条に該当する人は、受験することができません。

杵築市૖֥を༡ਬしま （̳ĳষ༡ਬ）
問௙ྩهġ૽মݯဓ߸　☎0978-62-1801
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今月号からは

新図書館について

紹介します！

ɡාྎාই̥̫̀ͅȂ༆ຸঌ͈൥ώ౓ୄ௉Γϋ

ȁΗȜ͈਋̫වͦ時̦ۼ་̳ͤ̈́͘ͅࢵȃزೳ

ȁ̮͙ͬ঵̻ࣺ͚ાࣣ͉̮ಕփ̩̺̯̞ȃ

ɡ1月ĵ日（࿐）から೒ુުྩで̳。

　̳̮͙͜͞

ȡാȟĹ時Ĵı໦ȡĲĸ時࠮　　
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ईॠがထேされま̳。大௉ੰ͉お்͛に。
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ঀい୨̽たષ、

΅λΛί႒͉ٸして

੄して̩ ̺さい。
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全国公募の中から社長候補者として選出されました。
平成30年3月まで地域商社設立に向けた準備を行
い、設立後は社長として就任予定です。

地域商社
設立準備室長

̤̤̩ͣȁȁ̫ͭ

ఱ௬ȁࡋġ̯ͭġ

　杵築市では、将来に渡って、すべての市民の市内拠点への

移動手段を確保するため、ＪＲ立石駅から杵築駅までの間の

普通電車を「コミュニティトレイン」と位置付け、民間路線バ

スと接続しながら公共交通の充実を図っていこうと考えてい

ます。

　つきましては、以下のとおりコミュニティトレイン区間（立

石駅・中山香駅から杵築駅の間）および路線バス区間（杵

築駅から杵築高校・杵築バスターミナルの間）を利用してい

ただけるモニターを募集します。モニターになっていただい

た方には２月分（１か月間）の定期券（ＪＲ・路線バス）を差

し上げます。

Ⱥ༡ਬါ࠯Ȼġ※以下の条件を満たす方

　①市内在住で、ほぼ毎日、山香地区から杵築地区へ、もし

　　くは杵築地区から山香地区へ通勤・通学等をされる方

　　で、現在、ＪＲや路線バスを利用していない方。

　②アンケート調査や意見交換等にご協力いただける方。

Ⱥ༡ਬۼܢȻ　12月1日（金）～ 25日（月）まで

Ⱥ೰֥Ȼ　先着30人

Ⱥ؊༡༹༷Ȼ

　政策推進課に備え付け、もしくは市公式ウェブサイト

　からダウンロードした申込書に必要事項を記入・押

　印し必要書類を添付のうえ、政策推進課 都市計画係　

　（〒873-0001　杵築市大字杵築377番地1）に直接お

　持ちいただくか、郵送してください。

※詳しくは市公式ウェブサイトをご覧いただくか、お問

　い合わせください。

ȶ΋ηνΣΞͻΠτͼンȷの
κΣターを༡ਬしま̳Ȋ

問ଽॐଔૺهġസঌْࠗ߸　☎ıĺĸĹĮķĳĮĲĹıĵ

navigationnavigationnavigation
঩ॲの૭࣬ȷݕ೰঩ॲ୕のȶੲࡥ
をおདྷれな̩
問税ྩهġࡥ೰঩ॲ୕߸ġ　☎ıĺĸĹĮķĳĮĲĹıĶĩඤ஌ġĲĳĵƦĲĳĶƦĲĳķ)

navigationnavigationnavigation

　償却資産（事業用資産）を所有されている方は、毎年1

月1日現在に所有している資産を設置している市町村へ

申告する必要があります。（根拠法令：地方税法第383条）

Ⱥࣽٝの૭࣬చય৪Ȼ

　平成30年1月1日現在で杵築市内において、償却資産

　を所有されている方（個人・法人を問いません）

　※資産の増減がない場合も申告は必要です。

Ⱥ૭࣬ࡠܢȻ　平成30年1月31日(水)

　※申告期限の直前は、窓口が大変混雑いたしますので、

　　早めの提出をお願いいたします。

Ⱥ೹੄༹༷Ȼ

　税務課 固定資産税係（〒873-0001　杵築市大字杵築

　377番地1）に直接お持ちいただくか、郵送してくださ

　い。

　控えの返送を希望される方は、必ず切手を貼付した返

　信用封筒を同封してください。

※詳しくは市公式ウェブサイトをご覧いただくか、お問

　い合わせください。

ɜੲݕ঩ॲと͉

　土地・家屋以外の事業の用に供することができる

　資産（構築物、機械および装置、船舶、航空機、車両

　および運搬具、工具・器具および備品）で、その減

　価償却額または減価償却費が法人税法または所得

　税法の規定による所得の計算上損金または必要な

　経費に算入されるものをいいます。

඾࠮။ר ။ͅ߸るਯྦྷ͈ํսר

大字杵築に在住する昭和２年５月１日から
平成9年4月30日までに生まれた男女

大字日野に在住する平成10年12月31日
までに生まれた男女

全国たばこ喫煙者率調査

住民基本台帳法第11条第3項および第11条の2第12項、住民基本台帳の一部の写しの閲覧及び住民票の写し等の交付

に関する省令第３条の規定に基づき、下記のとおり公表します。（同項第3号に掲げる活動に係るものを除く）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期間：平成28年11月1日～平成29年10月31日

ɡਯྦྷུܖరನ͈ר။ેޙを࢖ນ̱̳͘ɡ

୏ྴ͈۾ܥݥઠྌ͉૭੄৪͈ঙྴ ၌ဥ࿒എ͈ٽါ

株式会社ビデオリサーチ
　　代表取締役社長 加藤 譲

日本人と憲法2017調査一般社団法人　新情報センター
　　事務局長 平谷 伸次

大字南杵築に在住する平成9年12月31日
までに生まれた男女

東京オリンピック・パラリンピックに
関する世論調査

一般社団法人　中央調査社
　　会長　大室 真生

60歳以上79歳以下の男女大分県版シニア世代の就業に関する
意識調査

株式会社マイダスコミュニケーション
　　代表取締役社長 福田 健二

H29.1.11

1.11

8.22

9.14

ɡ౷֖੸২と͉

ȁ౷֖͈෠ႅକॲ຦̷̤͍͈͢ࢥح຦Ȃࠝࢥ

຦൝Ȃඅॲ຦͈௙ࣣഎ̈́ၠ೒ίυκȜΏοϋͬ

࣐̞̳͘ȃ

ȁ౷֖੸২ ȶ̦์Ⴙٳఽ͞ਉസ͈́࠷ˬ ˮڰ

൲ȷȶήρϋΡ͈اଔૺȷȶء୶ΣȜΒ͈෤՜͂

੸຦͈٨஝ȷ̈́ ̓ၠ೒஠๊ͬ౜̠̭͂́Ȃ୆ॲ

৪̦୆ॲͅಕႁ̧́ͥఘଷͬಃ̩͂ ͂͜ͅȂ౷

଎̳ͤ͘ȃͬا଻ڰ͈֖

໹଼ĳĺාĲĲ࠮Ĳ඾ਖහ
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新規要予約

問子育て世代包括支援センター

☎０９７８ -64-２５25 

こどもの健診・教室

ー健診ー

≪杵築地域：杵築市健康推進館≫

●4・5か月児健診

　　対象：平成29年7月・8月生まれ

　　12月22日（金）13時～13時30分受付

●1歳6か月児健診

　　対象：平成28年6月・7月生まれ

　　12月21日（木）13時～13時30分受付

≪山香･大田地域：山香庁舎３階≫

●4・5か月児健診

　　対象：平成29年8月・9月生まれ

●1歳6か月児健診

　　対象：平成28年6月・7月生まれ

●2歳児歯科健診

　　対象：平成27年6月・7月生まれ

●３歳児健診

　　対象：平成26年6月・7月生まれ

　　1月11日（木）13時～13時30分受付

ー教室ー

●すくすく広場

　　対象：概ね１歳未満の赤ちゃんと保護者

　　12月15日（金）10時～12時

　　場所：杵築市健康推進館

　　内容：「身体計測・育児相談・はみがき相談」

●わいわい教室

　　対象：障がいを持つお子さんの保護者

　　12月11日（月）10時～12時

　　場所：杵築市健康推進館

●ママパパクラス

　　対象：出産を控えた妊婦さん、そのご家族

　　12月10日（日）9時30分～12時

　　場所：杵築市健康推進館

　　持ち物：母子健康手帳・飲み物

要予約（5日前まで）

山香 �0977-75-2223

͞、て͙̠͢ࡉ て͙̽͢ Ȋ̠

ɡ129࠮日（ാ）

ȁ「ΑΙȜσΩϋ」

わ̩わ̩·ρή

ɡ1220࠮日（କ）10時ȡ11時

　対યȇ૶ঊ・ྚਖ学঱等

ȁ「̤ഝ̯̮ͭ̽͞ ̭」

̠た̷̜͍

ɡ128࠮日（߄）10時ȡ10時Ĵı分

ɡ1216࠮日（ാ）15時Ĵı分ȡ16時

͚かし·ρή

ɡ128࠮日（߄）

　1ı時Ĵı分ȡ11時Ĵı分

お͉なしٛ

ɡ1226࠮日（غ）14時Ĵı分ȡ15時

̷͍̜ैࢥ

ɡ126࠮日（କ）

　15時Ĵı分ȡ

Ĳĳ࠮

みん
なあつまれ！

杵築 �0978-62-6250

時Ĵı分

第30回　杵築市子育て教室

アトピー性皮膚炎の

プロアクティブ療法を知っていますか？

と　̧　1月9日（火）13時～ 13時30分
と̭ͧ　山香病院健診センター
　　　　２階 会議室
࣒　঍　市立山香病院  小児科

　　　　半田 陽祐 先生
　はんだ　ようすけ

　離乳食の調理のポイントやお子さんにあわせた
離乳食の進め方についての講座です。離乳食を実
際に試食していただきながら、いろいろな悩みに
栄養士が個別にお答えします。

【日時】　12月12日（火）10時30分～ 12時
【場所】　杵築市健康推進館
【対象】
　概ね7か月以上で、離乳食のペースト状を完了している赤ちゃんと保護者
【内容】　離乳食の試食と個別相談
【持ち物】　ウェットティッシュ、スプーン(赤ちゃん用、保護者用)

【参加費】　無料
【申込期日】　各開催日の1週間前まで
問■申 健康長寿あんしん課 市民健康係　☎0978-64-2540

離乳食教室に参加しませんか？

　大分県には、親の病気など様々な事情により、生まれた家庭で生活できない子
どもが約500人います。県ではこのような子どもたちを家族の一員として迎え入
れ、心身ともに健やかに育ててくださる里親の登録促進に取り組んでいます。
　里親には、「養育里親」「養子縁組里親」などがあり、養育をお願いする子どもた
ちは0～18歳に達するまでで、養育期間は数日～数年間まで様々です。
　下記の日程で里親募集説明会を開催しますので、関心のある方はぜひお越し
ください。 

【日時】　12月14日（木）14時～ 16時
【場所】　杵築市健康推進館　会議室 

問大分県中央児童相談所 里親担当　☎097-544-2016

里親になりませんか？

ඤش໐ಿ
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中
高
年
の
方
々
か
ら
、「
よ
く
眠

れ
な
い
」「
途
中
で
目
が
覚
め
る
」

と
い
っ
た
、
睡
眠
に
関
す
る
お
悩

み
を
よ
く
伺
い
ま
す
。
実
は
加
齢

に
よ
る
睡
眠
の
変
化
が
、「
良
い
睡

眠
」
を
と
り
づ
ら
く
し
て
い
る
の

で
す
。

　

１
つ
め
の
変
化
は
、「
深
い
眠
り

が
少
な
く
な
る
」
こ
と
で
す
。
睡
眠

に
は
、
深
い
眠
り
（
ノ
ン
レ
ム
睡

眠
）
と
浅
い
眠
り
（
レ
ム
睡
眠
）
が

あ
り
、
深
い
眠
り
（
熟
睡
）
が
加
齢

と
と
も
に
減
少
す
る
の
で
す
。
一

方
で
、
浅
い
眠
り
の
時
間
は
相
対

的
に
長
く
な
り
ま
す
。
こ
れ
は
脳

が
活
動
し
て
い
る
状
態
な
の
で
、

ち
ょ
っ
と
し
た
刺
激
（
音
、
光
、
温

度
な
ど
）
で
目
が
覚
め
る
た
め
、
中

途
覚
醒
や
早
朝
覚
醒
し
や
す
く
な

り
ま
す
。
日
中
起
き
て
い
る
時
間

を
長
く
し
て
活
動
量
を
増
や
す
と

深
い
眠
り
が
得
や
す
く
な
る
の

で
、
そ
う
し
た
こ
と
を
意
識
す
る

と
よ
い
で
し
ょ
う
。 

　

２
つ
め
の
変
化
は
、「
体
内
時
計

の
乱
れ
」
で
す
。
私
た
ち
の
か
ら
だ

に
は
、
睡
眠
や
血
圧
、
体
温
な
ど
の

１
日
の
リ
ズ
ム
を
調
整
す
る
体
内

時
計
（
時
計
遺
伝
子
）
が
あ
る
こ
と

が
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
体
内
時
計

は
中
心
と
な
る
親
時
計
が
脳
の
視

交
叉
上
核
と
い
う
部
分
に
あ
り
ま

す
が
、
そ
れ
以
外
に
も
子
時
計
（
末

梢
時
計
）
が
脳
の
海
馬
や
肝
臓
、
心

臓
な
ど
の
内
臓
に
も
数
多
く
あ

り
、
か
ら
だ
全
体
の
リ
ズ
ム
を
調

整
し
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
睡
眠
の
リ
ズ
ム
に
は
体

内
時
計
と
連
動
し
て
、
睡
眠
ホ
ル

モ
ン
と
い
わ
れ
る
メ
ラ
ト
ニ
ン
の

分
泌
が
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い

ま
す
。
メ
ラ
ト
ニ
ン
は
、
私
た
ち
が

活
動
す
る
朝
か
ら
日
中
に
か
け
て

減
少
し
、
夜
間
に
増
え
る
こ
と
で

か
ら
だ
を
眠
り
に
誘
う
働
き
を
し

て
い
ま
す
。
加
齢
に
よ
っ
て
夜
間

の
メ
ラ
ト
ニ
ン
の
分
泌
量
が
減
少

す
る
た
め
、
体
内
時
計
が
乱
れ
、
眠

れ
な
い
原
因
に
な
る
の
で
す
。

　

で
は
、
乱
れ
た
体
内
時
計
を
リ

セ
ッ
ト
す
る
に
は
ど
う
し
た
ら
い

い
の
で
し
ょ
う
。
そ
の
答
え
の
ひ

と
つ
が
光
で
す
。
日
中
は
太
陽
の

光
を
し
っ
か
り
浴
び
、
夜
は
照
明

を
暗
く
す
る
こ
と
で
、
体
内
時
計

が
正
し
い
リ
ズ
ム
を
作
り
ま
す
。

　

体
温
変
化
や
食
事
時
間
な
ど

も
、
体
内
時
計
と
関
係
し
て
い
ま

す
。
体
温
は
通
常
、
日
中
の
活
動
時

に
高
く
な
り
、
夜
間
の
休
息
時
に

低
く
な
り
ま
す
。
加
齢
に
よ
り
1

日
の
体
温
変
化
が
少
な
く
な
る

と
、
時
計
遺
伝
子
に
乱
れ
が
生
じ

る
た
め
、
夕
方
に
適
度
な
運
動
や

入
浴
で
体
温
を
上
げ
、
夜
に
向
け

て
体
温
を
下
げ
る
と
眠
り
や
す
く

な
り
ま
す
。
規
則
正
し
い
食
事
も
、

末
梢
時
計
の
リ
セ
ッ
ト
の
た
め
に

重
要
で
す
。
加
齢
に
よ
る
睡
眠
の

変
化
の
特
徴
を
踏
ま
え
て
、「
良
い

睡
眠
」
を
と
り
ま
し
ょ
う
。

「『
良
い
睡
眠
』を
と
る
た
め
に
」

൥ࡔȁ۹ᛸ
ふじわら　　   かんすけ

１２月３日～９日は「障がい者週間」
ȁ̭͈਩ͬۼಎ૤ͅȂݓಃঌ́͜ݓಃঌ૸ఘવ̦̞৪

໛ছފ͈ٛފႁ ൲࣐̞̳ͬ͘ȃڰอ߼൮͈́ځȂئ͈

ȁવ̦̞͈̜༷ͥș̩ͬ৾ͤے২۪͉ٛͅޏȂ໤ၑഎȆ

ଷഽഎ̈́Ψς Ȫͅવ༃ȫͅ Ȃ૤͈Ψςͺ͜ջட̢̱͂̀ح

̀ంह̱̀ ̞̳͘ȃ̭ Ȃ͂ٛͅܥ͈ ͜ͅ২ٛͬ୆̧ͥಏۼ

̱͂ ̀Ȃȶવ̦̞ȷͅ ̢̀ࣉ̞̀̾ ̵͙ͭ͘ ȉ̥

ɟવٺ৪ུ༹ܖȁలˏૄͤ͢ ȺུܖഎၑැȻ

ȁ̳͓͈̀વ༷̜͈ͥͅٺచ̱Ȃ

ˍġ̦ࡕఄ͈૽ࡢਹ̶ͭͣͦȂ̷ 保ͬڰ୆̞̱̯ͩ͏ͅࡕఄ͈

વ̯ͦͥࡀ၌ͬခ̳ͥȃ

ˎġ২଼̳ٛͬͥࢹ一֥̱͂̀২ٛȂࠐफȂ໲̷͈اఈ̜ͣͥ͠

໦࿤͈ڰ൲ͅ४̳ͥح機̦ٛဓ̢ͣ ͦͥȃ

ˏġ͜૽ة Ȃવٺ৪ͅచ̱̀Ȃવͬٺၑဇ̱͂̀Ȃओ༆̷̳̭ͥ͂

͈ఈ͈ࡀ၌၌ͬף૟࣐̳ͥٺև̱ͬ̀ ͉̞̈́ͣ̈́ȃ

Ⱥ杵築市տు௖౴঑׳মުਫ਼Ȼ

　ɟ̨̱͉ͣવ̦̞৪୆ڰ支援ΓϋΗȜ

　　℡ıĺĸĹȞķĳȞĳĳĸķġ
　ɟਏ͈৘׬相談支援ΓϋΗȜ

　　℡ıĺĸĹȞķĳȞĳ111ġ
　ɟఊု͈زવ̦̞৪୆ڰ支援ΓϋΗȜ

　　℡ıĺĸĸȞĸĳȞ1ķĹĳġ
Ⱥ杵築市વがい৪௖౴֥Ȼ

ȁ૸ఘવ̦̞相談֥ˑ ૽Ȃ౶എવ̦̞相談֥ˎ ૽́ ଟ時

਋ັ̱̞̳̀͘ȃમ̱̩͉Ȃঌ༭ķ࣢̮ͬ࠮။̞̹̺̩̥Ȃ

໛ছଔૺ課ġવٺ໛ছ߸̤́͘問̵̞ࣣ̩̺̯̞ͩȃ

問໛ছଔૺ課ġવٺ໛ছ߸ȁ☎ıĺĸĸĮĸĶĮĳĵıĶȪඤ஌Ĳķĵȫ

ͅࠚܨ̤
̮相談
̩̺̯̞

離乳食教室に参加しませんか？
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　෠ैުのఘࡑ等をしているȶすずめのڢ校ȷで、ാ・日ဟ

日限定の΃έͿが11࠮ĵ日に΂ーίン。メΣνーは΋ーΪーや

΃τーなど。地֖の方やࡇൽĴ1࣢၌ဥ者のࠆいの場になれ

͊、とდします。

　෠ު໲اఘ܁࢐ၠࡑ「̴̳め͈ࢷڢ」

（઀学校઀࿤分校ࡔനݰ）ಃঌ大ന઀࿤Ĺķıݓ　　

　　΃έͿުא時ۼȇാ・日ဟ日ġ11時ȡ1ķ時（不定ݝ）

〈cafe すずめの楽校〉オープン
がっこう

地域振興

　෠ފのঐ൵のもと、Πル΋Ά΅οウのऩ෽ܿ੅を確立

したࢗୡで、ݠكġࣧさんが平成ĳĺ年ਝのགྷડ・ؕਐགྷડ

を਋ડされました。

荷宮 豪さん（溝井）が黄綬褒章 受章

褒章

にのみや　つよし

表彰
受賞おめでとうございます！

県功労者表彰

઀੉ġྣさん　Ⱥ地方自治Ȼݓಃঌ݈会݈֥

೓ॄġ಴ঊさん　Ⱥ社会໛ছ保࠲Ȼ

　　　　　　　ġ元ġݓಃঌ५ࣝՔ育็็長

૧ઃ෠౷၌ဥழࣣ　Ⱥ෠ႅକॲȻ෠事ழࣣ法人

　ༀのおいしさをއうݓಃঌༀ૙ྙ΋ン·ールのນઆ৆が、

11日に५ࣝ͏るさとまつり会場で行われました。この΋࠮11

ン·ールはݓಃঌॲༀのήρンΡاを଎ることを࿒的として

おり、ࣽ 年ഽはࠗĵĸതの؊༡がありました。ષպĳıതはༀ・

૙ྙ分ଢ଼ۻ定΋ン·ールȇ࣭ ष大会に੄຦されます。

ɟड࿹ਜર　५നġ૞ষさん（५ࣝġ઀໌）　ΪΦΪ΃ς

ɟ࿹ਜર　　ႅġ߼२さん（ݓಃġ৅ா）　ΪΦΪ΃ς

　　　　　　઀ؚġ࣠হさん（५ࣝġ࿤ࡔ）　にこまる

ɟ࿹ၻર　　ؚࡣġ៍ংさん（५ࣝġ日ঐ）　ΪΦΪ΃ς

　　　　　　ऎ൥ġ΃πঊさん（५ࣝġඃ࿤）　ΪΦΪ΃ς

　　　　　　ಎ࿤ġ၌઎さん（५ࣝġඤع࿤）　あきさかり

杵築市米食味コンクール表彰式

表彰

1ı日ȡ1ĳ日にかけ࠮11　

て、ݓಃঌ障がい者ै຦

ജが開टされました。ै

຦ജのΞーζはȶܫりの

౓ȷ。ঌඤの障がい者ঔ

୭၌ဥ者のٯさんからٰ

や൭ࠝなどࠗ1ĵĳതのै

຦がਬまり、見؊えのあ

るജাとなりました。

杵築市障がい者作品展
が初開催

イベント

　෠ႅକॲൡࠗުྩފ力者として5年にわたりୟޭ的にފ

力をされたࢗୡが෇められ、ཅനさんと܊࿤さんのおĳ人が、

෠ႅକॲ大૳から感৫状を௭られました。

豊田 信一さん（日野地）〔写真左〕と
岩野 安博さん（鍛冶屋）〔写真右〕が農林水産大臣から感謝状

とよだ　しんいち

いわの　やすひろ

表彰

※
敬
称
略

阿
部
　
長
夫ġ

（
杵
築
・
原
北
）

　
杵
築
市
議
会
議
員
と
し
て
活
動
1ı
年
以
上
の
功
績

岩
尾
　
育
郎ġ

（
山
香
・
上
市
）

　
杵
築
市
議
会
議
員
と
し
て
活
動
1ı
年
以
上
の
功
績

松
江
　
宗
利ġ

（
杵
築
・
新
興
）

　
ス
ポ
ー
ツ
推
進
委
員
と
し
て
活
動
1ĸ
年
以
上
の
功
績

二
宮
　
茂
　ġ

（
山
香
・
大
和
）

　
ス
ポ
ー
ツ
推
進
委
員
と
し
て
活
動
1ķ
年
以
上
の
功
績

西
　
　
健
次ġ

（
杵
築
・
東
溝
井
）

　
ス
ポ
ー
ツ
推
進
委
員
と
し
て
活
動
15
年
以
上
の
功
績

高
橋
　
直
美ġ

（
杵
築
・
北
台
）

　
ス
ポ
ー
ツ
推
進
委
員
と
し
て
活
動
1Ĵ
年
以
上
の
功
績

上
野
　
喜
一
郎
（
杵
築
・
梶
ヶ
浜
）

　

ス
ポ
ー
ツ
推
進
委
員
と
し
て
活
動
1Ĵ
年
以
上
の
功
績

村
上
　
美
代
子ġ

（
杵
築
・
永
代
橋
）

　
民
生
・
児
童
委
員
と
し
て
活
動
15
年
以
上
の
功
績

岩
尾
　
一
弘ġ

（
山
香
・
福
林
）

　
民
生
・
児
童
委
員
と
し
て
活
動
15
年
の
功
績

阿
部
　
秀
夫ġ

（
山
香
・
平
山
）

　
民
生
・
児
童
委
員
と
し
て
活
動
1ĳ
年
以
上
の
功
績

堀
　
　
信
子ġ

（
杵
築
・
魚
町
）

　
民
生
・
児
童
委
員
と
し
て
活
動
1ĳ
年
の
功
績

工
藤
　
士
郎ġ

（
山
香
・
南
部
）

　
民
生
・
児
童
委
員
と
し
て
活
動
1ĳ
年
の
功
績

工
藤
　
美
保ġ

（
杵
築
・
茅
場
）

　
民
生
・
児
童
委
員
と
し
て
活
動
1ĳ
年
の
功
績

阿
部
　
浩
一ġ

（
杵
築
・
仲
町
）

　
学
校
薬
剤
師
と
し
て
活
動
ĳı
年
以
上
の
功
績

岩
本
　
瑚
々ġ

（
杵
築
・
北
浜
）

　
平
成
ĳĺ
年
度
全
国
中
学
校
体
育
大
会

　

（
第
ĵĸ
回
全
国
中
学
校
剣
道
大
会
）女
子
個
人
戦
優
勝

坂
元
　
幸
人ġ

（
大
田
・
下
波
多
方
）

　
家
畜
診
療
所
獣
医
師
と
し
て
活
動
5ı
年
以
上
の
功
績

酒
井
　
幸
敏ġ

（
杵
築
・
須
崎
）

　
少
年
補
導
員
と
し
て
活
動
ĳĳ
年
以
上
の
功
績

宇
都
宮
　
敏
雄ġ

（
山
香
・
小
谷
）

　
少
年
補
導
員
と
し
て
活
動
1Ĺ
年
以
上
の
功
績

河
野
　
幸
信ġ

（
大
田
・
白
木
原
）

　
少
年
補
導
員
と
し
て
活
動
15
年
以
上
の
功
績

河
野
　
杉
雄ġ

（
杵
築
・
西
溝
井
）

　
少
年
補
導
員
と
し
て
活
動
15
年
以
上
の
功
績

内
野
　
剛
　ġ

（
杵
築
・
西
新
町
）

　
少
年
補
導
員
と
し
て
活
動
15
年
以
上
の
功
績

安
部
　
新
太
郎ġ

（
山
香
・
浄
土
寺
）

　
少
年
補
導
員
と
し
て
活
動
1Ĵ
年
以
上
の
功
績

河
野
　
光
生ġ

（
杵
築
・
東
大
内
山
）

　
少
年
補
導
員
と
し
て
活
動
1Ĵ
年
以
上
の
功
績

吉
田
　
誠
　ġ

（
杵
築
・
狩
宿
）

　
少
年
補
導
員
と
し
て
活
動
1Ĵ
年
以
上
の
功
績

渡
邊
　
周
一ġ

（
杵
築
・
熊
丸
）

　
少
年
補
導
員
と
し
て
活
動
1Ĵ
年
以
上
の
功
績

井
門
　
裕
司ġ

（
杵
築
・
奈
多
）

　
少
年
補
導
員
と
し
て
活
動
1ĳ
年
以
上
の
功
績

都
甲
　
敬
子ġ

（
山
香
・
恒
道
）

　
保
護
司
と
し
て
活
動
15
年
以
上
の
功
績

鹿
島
　
憲
之
助ġ

（
杵
築
・
岩
谷
）

　
保
護
司
と
し
て
活
動
1Ĵ
年
以
上
の
功
績

工
藤
　
士
郎ġ

（
山
香
・
南
部
）

　
保
護
司
と
し
て
活
動
1ĳ
年
以
上
の
功
績

山
本
　
淳
　ġ

（
杵
築
・
灘
手
）

　
保
護
司
と
し
て
活
動
1ĳ
年
以
上
の
功
績

株
式
会
社
大
分
サ
ン
ヨ
ー
フ
ー
ズ
（
杵
築
・
狩
宿
）

　
市
内
の
荒
廃
園
を
、
効
率
的
な
管
理
が
で
き
る
大
規
模
園

　
と
し
て
再
生
し
、雇
用
拡
大
・
産
業
振
興
を
行
っ
た
功
績

　11月３日（金）、各分野において永年にわたり活動され、杵築市の発展に積極的かつ多大な貢献をされた

皆様の功績を称える文化の日記念表彰式が、杵築市健康福祉センターで行われました。永松市長から30名

の皆様と1団体に表彰楯と記念品が贈られました。

功
労
者
表
彰

杵築市文化の日記念表彰式 

2021 広報きつき   2017年12月号



相
　
談

お
知
ら
せ

募
　
集

  

国
民
年
金
保
険
料
の

  

納
付
案
内
を
行
う
事
業
者
が

  

変
わ
り
ま
し
た

　
日
本
年
金
機
構
で
は
、
国
民
年

金
保
険
料
の
納
め
忘
れ
の
方
に
対

し
て
、
電
話
・
文
書
・
戸
別
訪
問

に
よ
る
納
付
等
の
ご
案
内
を
民
間

事
業
者
へ
委
託
し
て
い
ま
す
。
平

成
29
年
10
月
か
ら
こ
の
業
務
を
行

う
事
業
者
が
次
の
よ
う
に
変
更
と

な
り
ま
し
た
。

○
民
間
事
業
者

　〔
平
成
29
年
10
月
現
在
〕

　（
株
）バ
ッ
ク
ス
グ
ル
ー
プ

　
０
１
２
０-

９
８
７-

９
２
７

【
ご
注
意
く
だ
さ
い
】

・
民
間
事
業
者
は
、
日
本
年
金
機

　
構
よ
り
発
行
し
た
納
付
書
に
よ

　
り
お
支
払
い
し
て
い
た
だ
く
よ

　
う
ご
案
内
し
ま
す
の
で
、
銀
行

　
口
座
を
指
定
し
て
Ａ
Ｔ
Ｍ
の
操

　
作
に
よ
り
振
込
を
お
願
い
す
る

　
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

・
平
成
29
年
7
月
13
日
以
降
、
民

　
間
事
業
者
の
訪
問
員
に
よ
る
収

　
納
業
務
を
中
止
し
て
い
ま
す
。

　
訪
問
員
が
現
金
を
お
預
か
り
す

　
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

・
土
日
、
祝
祭
日
に
も
、
お
電
話
や

　
訪
問
を
さ
せ
て
い
た
だ
く
場
合

　
が
あ
り
ま
す
。

※

詳
し
く
は
日
本
年
金
機
構
ホ
ー

　
ム
ペ
ー
ジ
で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

問 

市
民
課  

国
保
年
金
係
（
☎
０

９
７
８-

62-

1
8
0
6
）、
別
府
年

金
事
務
所
（
☎
０
９
７
７-

22-

５

１
１
１
）

 

12
月
10
日
～
16
日
は「
北
朝
鮮

 
人
権
侵
害
問
題
啓
発
週
間
」

　
北
朝
鮮
当
局
に
よ
る
人
権
侵
害

問
題
に
関
す
る
国
民
の
認
識
を
深

め
る
と
と
も
に
、
国
際
社
会
と
連

携
し
つ
つ
北
朝
鮮
当
局
に
よ
る
人

権
侵
害
問
題
の
実
態
を
解
明
し
、

そ
の
抑
止
を
図
る
こ
と
を
目
的
と

し
て
、
2
0
0
6
（
平
成
18
）
年
6

月
に
「
拉
致
問
題
そ
の
他
北
朝
鮮

当
局
に
よ
る
人
権
侵
害
問
題
へ
の

対
処
に
関
す
る
法
律
」
が
施
行
さ

れ
、
国
お
よ
び
地
方
公
共
団
体
の

責
務
等
が
定
め
ら
れ
る
と
と
も
に
、

毎
年
12
月
10
日
～
16
日
ま
で
を

『
北
朝
鮮
人
権
侵
害
問
題
啓
発
週

間
』と
す
る
こ
と
と
さ
れ
ま
し
た
。

　
拉
致
問
題
は
、
我
が
国
の
喫
緊

の
国
民
的
課
題
で
あ
り
、
こ
の
解

決
を
始
め
と
す
る
北
朝
鮮
当
局
に

よ
る
人
権
侵
害
問
題
へ
の
対
処
が

国
際
社
会
を
挙
げ
て
取
り
組
む
べ

き
課
題
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
拉
致

問
題
の
こ
と
を
知
り
、
関
心
を
持

つ
こ
と
が
、
こ
の
問
題
の
解
決
の

た
め
に
と
て
も
大
切
な
第
一
歩
と

な
り
ま
す
。

問 

人
権
・
同
和
対
策
課（
☎
0
9

7
8-

62-

4
7
9
9
）

  

大
分
県
難
聴
者
協
会

  

定
例
会

　
聞
こ
え
に
く
い
、
聞
こ
え
て
い

な
い
こ
と
で
悩
ん
で
い
ま
せ
ん

か
？
大
分
県
難
聴
者
協
会
は
中
途

失
聴
者
・
難
聴
者
の
自
助
グ
ル
ー

プ
で
す
。
要
約
筆
記
の
支
援
も
受

け
て
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を

と
っ
て
い
ま
す
。
お
気
軽
に
ご
参

加
く
だ
さ
い
。

【
日
程
】　
12
月
9
日
㈯
、
平
成
30

年
2
月
11
日
㈰
、3
月
10
日
㈯

【
時
間
】　
10
時
～
12
時

【
場
所
】　
大
分
県
聴
覚
障
害
者
セ

ン
タ
ー(
大
分
市
大
津
町)

◎
参
加
無
料
　
◎
申
込
不
要

問 

大
分
県
難
聴
者
協
会
　
小
倉

（
☎
０
8
0-

1
7
4
2-
1
2
6
1
）

（
F
０
９
７
7-

75-

7
6
4
5
）

（
to

g
u
ra

7
2
@

g
m

a
il.c

o
m

）

  

お
子
さ
ま
の
教
育
資
金
を

  

「
国
の
教
育
ロ
ー
ン
」が

  

サ
ポ
ー
ト
！

　「
国
の
教
育
ロ
ー
ン
」（
日
本
政

策
金
融
公
庫
）
は
、
高
校
、
短
大
、
大

学
、
専
修
学
校
、
各
種
学
校
や
外
国

の
高
校
、
大
学
等
に
入
学
・
在
学

す
る
お
子
さ
ま
を
お
持
ち
の
ご
家

庭
を
対
象
と
し
た
公
的
な
融
資
制

度
で
す
。

【
融
資
額
】
　
お
子
さ
ま
1
人
に
つ

き
3
5
0
万
円
以
内

【
金
利
】　
年
1
・
76
％
（
母
子
家

庭
の
方
な
ど
は
年
1
・
36
％
〔
平

成
29
年
11
月
10
日
現
在
〕）

【
ご
返
済
期
間
】　
15
年
以
内
（
母

子
家
庭
の
方
な
ど
は
18
年
以
内
）

問 

教
育
ロ
ー
ン
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー

（
☎
0
5
7
0-

0
0
8
6
5
6

〔
ナ
ビ
ダ
イ
ヤ
ル
〕）（
☎
0
3-

5
3

2
1-

8
6
5
6
）

  

知
っ
て
い
ま
す
か
？

  

建
退
共
制
度

　
建
退
共
制
度
は
、
建
設
現
場
労

働
者
の
福
祉
の
増
進
と
建
設
業
を

営
む
中
小
企
業
の
振
興
を
目
的
と

し
て
設
立
さ
れ
た
、
業
界
全
体
で

の
退
職
金
制
度
で
す
。

　
事
業
主
の
方
々
が
、
労
働
者
の

働
い
た
日
数
に
応
じ
て
掛
金
と
な

る
共
済
証
紙
を
共
済
手
帳
に
貼
り
、

そ
の
労
働
者
が
建
設
業
界
で
働
く

こ
と
を
や
め
た
と
き
に
建
退
共
か

ら
退
職
金
が
支
払
わ
れ
ま
す
。

【
加
入
で
き
る
事
業
主
】　
建
設
業

を
営
む
方

【
対
象
と
な
る
労
働
者
】　
建
設
業

の
現
場
で
働
く
人

【
掛
金
】　
日
額
3
1
0
円

※

詳
し
く
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

　
さ
い
。

問 

建
設
業
退
職
金
共
済 

大
分
支

部（
☎
０
９
７-

5
3
6-

4
8
0
0
）

 

ア
イ
ヌ
の
方
々
の
た
め
の

 

相
談
専
用
フ
リ
ー
ダ
イ
ヤ
ル

【
受
付
】　
月
～
金
曜
日
（
祝
日
、
12

月
29
日
～
1
月
3
日
を
除
く
）

【
時
間
】　
9
時
～
17
時

【
相
談
電
話
番
号
】　

〔
人
権
教
育
啓
発
推
進
セ
ン
タ
ー
〕

　
0
1
2
0-

7
7
1-

2
0
8

◎
相
談
無
料
　
◎
匿
名
可
　

◎
秘
密
厳
守

  

行
政
書
士
無
料
相
談
会

【
日
時
】　
12
月
20
日
㈬

　
　
　
　
13
時
～
16
時

【
場
所
】　
大
分
県
行
政
書
士
会

(

大
分
市
城
崎
町)

【
相
談
内
容
】
　
遺
言
や
遺
産
相
続
、

契
約
書
・
内
容
証
明
作
成
、
法
人

設
立
、
不
動
産
関
連
の
行
政
手
続

き
、建
設
業
等
の
許
認
可
申
請
等

問 

大
分
県
行
政
書
士
会
事
務
局

（
☎
0
9
7-

5
3
7-

7
0
8
9
）

（
F
0
9
7-

5
3
5-

0
6
2
2
）

 

県
立
大
分
高
等
技
術
専
門
校

 

生
徒
募
集

【
学
科
等
】　
配
管
設
備
科
・
自
動

車
整
備
課
他
で
就
職
に
必
要
な
知

識
・
技
能
を
習
得

【
申
込
期
間
】　
平
成
30
年
1
月
4

日
㈭
～
31
日
㈬

【
訓
練
期
間
】
　
平
成
30
年
4
月
10

日
か
ら
1
年
間
ま
た
は
2
年
間

（
寮
設
備
あ
り
）

【
対
象
】　
離
転
職
者
（
18
～
39
歳
）、

新
規
高
等
学
校
卒
業
見
込
み
の
方

な
ど

【
特
典
】　
雇
用
保
険
の
給
付
延
長
、

通
学
手
当
の
支
給
等

問 

県
立
大
分
高
等
技
術
専
門
校

（
☎
０
９
7-

5
4
2-

3
4
1
1
）

「医療をめぐる人権問題」

　私たちの社会では、特定の病気の人たちの行動

を、時として、本人の意志に反して制限してきまし

た。特にハンセン病やエイズなどの感染症、心の病

などについては病気への理解が不十分なために、

家族から引き離し、社会から排除することも当然

と考えられてきました。

　ハンセン病の感染力は非常に弱く、日常生活で

感染することはありません。現在では治療方法も

確立しており、早期発見・早期治療により、障害を

残さずに完治できます。遺伝することもありませ

ん。このようにハンセン病は隔離を必要としない

病気ですが、日本では患者を強制的に療養所に収

容し、隔離する政策が長年にわたって続けられまし

た。これによって、ハンセン病が怖い病気であると

いう誤ったイメージが人々に植え付けられ、その結

果、平成15年に熊本の温泉地でハンセン病の元患

者の宿泊を拒否するという差別事件が起きてしま

いました。

　エイズウイルス（HIV）も感染力は弱く、感染経路

も限定されており、職場や学校での日常生活では

感染しません。治療法の開発等により、発症を遅ら

せたり、症状を緩和させたりすることも可能です。

　しかし、これらの感染症等にかかった患者・回復

者やその家族が、周囲の人々の誤った知識や偏見

によって、日常生活、職場、医療機関などで差別を

うけることがあります。その他にも多くの感染症や

難病がありますが、私たちは、ひとつひとつの病気

のことを正しく理解し、誤った偏見をなくし、患者

や家族が自分らしく生きていける社会をつくってい

くことが大切です。

〔社会教育課、人権・同和対策課、隣保館〕

「医療をめぐる人権問題」「医療をめぐる人権問題」

気づき NO.14

人権コラム

2223 広報きつき   2017年12月号

問‥問い合わせ先／■予 ‥予約先／■申 ‥申込先／F‥FAX番号

みのり学園児童発達支援ｾﾝﾀ「ープリンちゃん」
《多機能型》

・未就学児支援

・保育所等訪問支援

・日中一時支援

・児童相談支援ｾﾝﾀｰ

・放課後等ﾃｲ゙ｻｰﾋ゙ ｽ社会福祉法人 みのり村

日出町大字大神 1616 番地（大分県立日出支援学校隣）
ご相談は  ☎０９７７-２８-０２５０

8月新規オープン
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࿩1ώ月฼ȫۼܢ定後にਘ஢します。(ਘ஢ࠨまでに૭し込みがない場合は、ଟশ༡ਬとなります。　※ව居ࡠܢ※

ɥଟশ༡ਬ分

【申込期間】!ଟশȪߗきેޙはೄ୪お࿚い合ͩせく̺̯い。ȫ　　【選考方法】!੥႒ૣऔȪ୶಍ਜ਼ȫ

【構造】木௮平ؚ࠺　【間取】3ELȪ和6ȿ3、EL8ȫ
【家賃】ӱ11-111׫ȡȪଲȫ、Ӳ11Ȅ211׫ȡȪଲȫ　
【部屋番号】CȞ1、EȞ2࣢৒(ౙخ)　【駐車場】1ర

ྋ水లĲ౬地 Ȫ①C‐1、②D‐2ȥ大നྋକ38:9๔地ȫ 市営

【構造】»Þ¹ÙÍßÜ°¹௮2࠺ٴ　【間取】4LȪ和6ȿ2、和4/5、ဢ4、L4ȫ
【家賃】13-111׫ȡȪଲȫ　【部屋番号】C.2࣢৒(ౙخ)　【駐車場】1ర

ၛ୞ਯ఺!Ȫ५ࣝ಴大লၛ୞2263๔地1ȫ※ව居ࠨ定後ਘ஢ 市営

ɜົ߄はزೈの3か月໦です。　ɜ各住఺の໵ܐはできません。　ɜ༡ਬ࡫数はबٺ等のমૂに͢り௩ࡘする場合があります。
ɜ住఺̮とのව居資格Ȫ住఺にࣾݫしている等ȫ、Ⴒఝ༗બ人の条件、ຈ要な੥႒等に̾いてはお࿚い合ͩせく̺̯い。
ɜ住఺に̽͢ては、ਘ஢̷のఈのমૂに͢りす̪にව居できない場合がありますので、ව居خෝশܢに̾いてはೄ୪お࿚い合
　ͩせく̺̯い。

【構造】ഘ޼»Þ¹Ù௮4࠺ٴ　【間取】3ELȪ和6ȿ2、ဢ4/5、EL6ȫ
【家賃】1:-811׫ȡȪଲȫ　【部屋番号】1Ȟ3、1Ȟ4࣢৒(ౙخ)　
【駐車場】1ర

৹宮ਯ఺!Ȫ५ࣝ಴大ল࿤1861ࡔ๔地4ȫ 市営

【構造】木௮平ؚ࠺　【間取】3DKȪ和6、和4/5、ဢ6、EL6ȫ
【家賃】ӱ11-511׫ȡȪଲȫ、Ӳ12,700׫ȡȪଲȫ　
【部屋番号】B、F࣢৒(ౙخ)　【駐車場】1ర

1516๔地1ȫڥߣలĲ౬地 Ȫ①A、②Eȥ大നڥߣ 市営

【構造】木௮平ؚ࠺　【間取】4ELȪ和6ȿ2、ဢ8ȿ2、EL9ȫ
【家賃】31-961׫ȪΉȫ　【部屋番号】1、4、8࣢৒(ౙະخ)　【駐車場】2ర

18๔地ˍȫڥߣలˎ౬地!Ȫ大നڥߣ 市営

【構造】ഘ޼»Þ¹Ù௮3࠺ٴ　【間取】3DKȪ和6ȿ2、和4/5、EL4/5ȫ　
【家賃】14-111׫ȡȪଲȫ　【部屋番号】91.2B.1൓115࣢৒(ౙخ)!　　
【駐車場】2ర　※൳居૶௼のある方࿹୶

໹๶రਯ఺!Ȫสा3121๔地2ȫ 市営

◆
◆
◆

⃌
10
࠮
ಎ
਋
ັ
໦(

࣐
ଽ
ߊ
₊
ށ
ා
‪

⃌
ܛ
བ
৪
⅚
Ⅻ
ࠇ
श 

⃌
ࡼ
਱
إ
ਜ਼

安
部
　
淳
一
　（
上
七
区
　
82
）

伊
東
　
ハ
ル
ヱ（
鴨
川
　
　 

97
）

今
村
　
環
　
　（
藤
ノ
川
　
93
）

岩
尾
　
　
子
　（
山
浦
北
部
　
91
）

宇
都
宮
　
花
子（
野
田
　
　 

97
）

宇
都
宮
　
康
雄（
大
片
平
　
65
）

宇
野
　
豊
子
　（
福
林
　
　 

82
）

埋
田
　
剛
克
　（
加
貫
　
　
84
）

榮
木
　
ミ
ヨ
　（
守
江
　
　 

99
）

緒
方
　
喜
代
　（
東
畑
部
　 

101
）

酒
井
　
昭
　
　（
下
波
多
方
　 

85
）

手
島
　
金
助
　（
狩
宿
　
　
82
）

照
岡
　
　
　
　（
宗
近
　
　
86
）

豊
田
　
綾
子
　（
日
野
地
　
95
）

野
上
　
キ
ク
ヱ（
下
本
庄
　
96
）

松
島
　
俊
行
　（
金
水
　
　 

82
）

宮
川
　
肇
　
　（
奈
多
　
　 

92
）

望
月
　
春
治
　（
南
畑
　
　 

86
）

矢
野
　
ヨ
リ
ヱ（
茅
場
　
　
94
）

山
﨑
　
ナ
ミ
ヱ（
須
崎
　
　
75
）

吉
田
　
正
次
郎（
天
満
　
　
76
）

か
み
な
な
く

か
も
が
わ

ふ
じ
の
か
わ

や
ま
う
ら
ほ
く
ぶ

の
だ

お
か
た
ひ
ら

ふ
く
ば
や
し

か
ぬ
き

も
り
え

ひ
が
し
は
た
べ

し
も
は
だ
か
た

か
り
し
ゅ
く

む
ね
ち
か

ひ
の
じ

し
も
ほ
ん
じ
ょ
う

き
ん
す
い

な
だ

み
な
み
は
た

か
や
ば

す
ざ
き

て
ん
ま
ん

じ
⁃
ⅻ
い
ち

た
ま
き

は
つ
こ

　
　
は
な
こ

　
　
や
す
お

と
よ
こ

た
け
よ
し

き
よ

あ
き
ら

き
ⅻ
す
け

は
つ

あ
や
こ

と
し
ⅰ
き

は
じ
め

し
⁃
ⅻ
じ

し
ょ
う
じ
ⅶ
う

あ
Ⅵ

い
と
う

い
ま
Ⅼ
ら

い
わ
お

う
つ
の
み
や

う
つ
の
み
や

う
の

う
め
だ

え
い
き

お
が
た

⅂
か
い

て
し
ま

て
る
お
か

と
よ
だ

の
が
み

ま
つ
し
ま

み
や
か
わ

も
ち
づ
き

や
の

や
ま
⅂
き

よ
し
だ

๩੥ࢩ༭هġ๩੥ࢩ༭ࢩಶ߸　☎ıĺĸĹĮ6ĳĮ1Ĺııĩඤ஌ĳıĵĪ ☎ ıĺĸĸĮĶĲĮĶķĶĲ௸ߴࡉ඾੄಴ნాĴķĵĲĮķ
ġĩ඾੄˥ ˟ֲࣛͤ̀୬ Ī ಛ৬ાĲĵర̜ͤ

૷療শۼ ࠮ غ କ ࿐ ߄ ാ ඾Ȇਿ

ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɣ ȟ

ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ȟ ȟ

ĺȇııȡĲĳȇĴı

ĲĵȇııȡĲĹȇıı

ɣȥȥĺȇııȡĲĴȇıı́͘

ɡ๊֚ভشȁɡවͦভ

ɡͼϋίρϋΠ

ɡ઀঱ভش

ɡ࢛࣌شٸ

し
ち
と
う
い

10
月
中
受
付
分

（
親
　
行
政
区
）

麻
生
　
采
花
（
直
輝
　
守
末
）

阿
部
　
杏
樹
（
愛
美
　
北
浜
）

池
﨑
　
月
海
（
雄
一
　
東
下
司
）

井
上
　
希
美
（
和
彦
　
奈
多
）

岩
尾
　
詩
　
（
浩
優
　
北
浜
）

大
村
　
恭
也
（
翔
一
　
北
浜
）

金
星
　
茅
花
（
雅
和
　
西
大
内
山
）

黒
田
　
結
愛
（
泰
弘
　
杉
山
）

近
藤
　
壮
真
（
正
則
　
中
）

佐
藤
　
凪
咲
（
翼
　
　
北
祇
園
）

髙
橋
　
慶
次
（
豪
城
　
須
崎
）

髙
橋
　
美
穂
（
渉
　
　
中
）

田
城
　
文
弥
（
裕
太
　
北
浜
）

長
野
　
由
季
（
聖
　
　
小
武
）

橋
本
　
咲
菜
（
優
　
　
上
市
）

平
野
　
愛
陽
（
北
斗
　
相
原
）

藤
田
　
一
毅
（
大
士
　
東
納
屋
）

山
田
　
真
梛
人
（
真
裕
　
上
市
）

な
ℷ
き

Ⅺ
な
Ⅻ

ⅰ
ℵ
ℴ
ⅎ

ℸ
ⅇ
⅞
⅀

⅞
ⅶ
Ⅺ
⅂

し
⁄
ℵ
ℴ
ⅎ

Ⅺ
⅂
ℸ
ⅇ

Ⅿ
ⅆ
⅞
ⅶ

Ⅺ
⅂
の
ⅳ

⅐
⅜
⅂

⅁
ℵ
き

ⅷ
た
る

ⅰ
ℵ
た

⅂
と
し

Ⅺ
⅂
る

Ⅷ
ℼ
と

た
ℴ
し

　
　

Ⅺ
⅂
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⅍
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⅗
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ℷ
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ⅎ
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Ⅺ

ℷ
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ℾ

ℸ
Ⅻ
ℴ
ⅎ

ℳ
ℴ
ⅷ
ⅲ

⅞
が
し
な
Ⅿ

　
　

ℸ
Ⅻ
ℴ
ⅎ

ℳ
⅊
ℵ

ℳ
Ⅵ

ℴ
ℾ
⅃
き

ℴ
の
ℵ
ℶ

ℴ
ⅷ
ℷ

ℷ
ℷ
Ⅼ
ⅲ

ℸ
な
Ⅸ
し

ℼ
ⅶ
⅍

⅀
ⅻ
⅕
ℵ

⅂
と
ℵ

た
ℸ
⅛
し

た
ℸ
⅛
し

た
し
ⅶ

な
が
の

⅛
し
Ⅾ
と

⅞
ⅲ
の

Ⅱ
ⅅ
た

Ⅿ
Ⅺ
⅍

⅀
と
⅛

ℳ
ⅻ
ⅅ
⁃

⅐
き
Ⅻ

の
⅋
Ⅻ

ℵ
た

き
⁄
ℵ
Ⅿ

ⅎ
ℸ

ⅰ
ℳ

⅊
ℵ
Ⅺ

な
℻
⅂

ℾ
ℴ
ⅅ

Ⅻ
Ⅷ

Ⅱ
Ⅻ
Ⅿ

ⅰ
き

⅂
な

な
ℷ

ℴ
っ
き

Ⅺ
な
と

※
希
望
者
の
み
掲
載 

※
原
則
五
十
音
順

10
月
中
受
付
分

（
親
　
行
政
区
）

麻
生
　
采
花
（
直
輝
　
守
末
）

阿
部
　
杏
樹
（
愛
美
　
北
浜
）

池
﨑
　
月
海
（
雄
一
　
東
下
司
）

井
上
　
希
美
（
和
彦
　
奈
多
）

岩
尾
　
詩
　
（
浩
優
　
北
浜
）

大
村
　
恭
也
（
翔
一
　
北
浜
）

金
星
　
茅
花
（
雅
和
　
西
大
内
山
）

黒
田
　
結
愛
（
泰
弘
　
杉
山
）

近
藤
　
壮
真
（
正
則
　
中
）

佐
藤
　
凪
咲
（
翼
　
　
北
祇
園
）

髙
橋
　
慶
次
（
豪
城
　
須
崎
）

髙
橋
　
美
穂
（
渉
　
　
中
）

田
城
　
文
弥
（
裕
太
　
北
浜
）

長
野
　
由
季
（
聖
　
　
小
武
）

橋
本
　
咲
菜
（
優
　
　
上
市
）

平
野
　
愛
陽
（
北
斗
　
相
原
）

藤
田
　
一
毅
（
大
士
　
東
納
屋
）

山
田
　
真
梛
人
（
真
裕
　
上
市
）

な
ℷ
き

Ⅺ
な
Ⅻ

ⅰ
ℵ
ℴ
ⅎ

ℸ
ⅇ
⅞
⅀

⅞
ⅶ
Ⅺ
⅂

し
⁄
ℵ
ℴ
ⅎ

Ⅺ
⅂
ℸ
ⅇ

Ⅿ
ⅆ
⅞
ⅶ

Ⅺ
⅂
の
ⅳ

⅐
⅜
⅂

⅁
ℵ
き

ⅷ
た
る

ⅰ
ℵ
た

⅂
と
し

Ⅺ
⅂
る

Ⅷ
ℼ
と

た
ℴ
し

　
　

Ⅺ
⅂
⅞
ⅶ

Ⅾ
ⅳ
ⅆ
ℶ

き
た
⅛
Ⅺ

⅞
が
し
ℿ
し

な
⅍

き
た
⅛
Ⅺ

き
た
⅛
Ⅺ

⅗
し
ℷ
ℷ
ℵ
ⅎ
Ⅿ
Ⅺ

ⅆ
℻
Ⅿ
Ⅺ

な
ℸ

き
た
℻
ℷ
ⅻ

ⅆ
⅃
き

な
ℸ

き
た
⅛
Ⅺ

ℷ
⅍
ℾ

ℸ
Ⅻ
ℴ
ⅎ

ℳ
ℴ
ⅷ
ⅲ

⅞
が
し
な
Ⅿ

　
　

ℸ
Ⅻ
ℴ
ⅎ

ℳ
⅊
ℵ

ℳ
Ⅵ

ℴ
ℾ
⅃
き

ℴ
の
ℵ
ℶ

ℴ
ⅷ
ℷ

ℷ
ℷ
Ⅼ
ⅲ

ℸ
な
Ⅸ
し

ℼ
ⅶ
⅍

⅀
ⅻ
⅕
ℵ

⅂
と
ℵ

た
ℸ
⅛
し

た
ℸ
⅛
し

た
し
ⅶ

な
が
の

⅛
し
Ⅾ
と

⅞
ⅲ
の

Ⅱ
ⅅ
た

Ⅿ
Ⅺ
⅍

⅀
と
⅛

ℳ
ⅻ
ⅅ
⁃

⅐
き
Ⅻ

の
⅋
Ⅻ

ℵ
た

き
⁄
ℵ
Ⅿ

ⅎ
ℸ

ⅰ
ℳ

⅊
ℵ
Ⅺ

な
℻
⅂

ℾ
ℴ
ⅅ

Ⅻ
Ⅷ

Ⅱ
Ⅻ
Ⅿ

ⅰ
き

⅂
な

な
ℷ

ℴ
っ
き

Ⅺ
な
と

※
希
望
者
の
み
掲
載 

※
原
則
五
十
音
順
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イベント・催し物 ※1月上旬までの行事予定を抜粋しています
きつき
ガイド

※
発
行
後
、
変
更
に
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
各
医
療
機
関
に
ご
確
認
の
う
え
お
で
か
け
く
だ
さ
い
。

杵築市人権フェスティバル
と　き　12月9日（土）13時～16時10分
ところ　杵築市健康福祉センター
　　　　多目的ホール

問人権・同和対策課　☎0978-62-4799

第42回

 杵築市スポーツ少年団・
クラブ対抗駅伝競走大会

第38回 行政区･職域･クラブ対抗駅
伝競走大会
と　き　12月10日（日） 開会式：9時
ところ　大分農業文化公園
問文化・スポーツ振興課　☎0978-63-5558

第31回

杵築市チャリティー芸能大会
と　き　12月17日（日） 開場：9時
ところ　杵築市健康福祉センター
　　　　多目的ホール 
問杵築市芸能文化協会　石瀧
　☎0978-62-5722

第2回

杵築市軽スポーツ大会
と　き　12月24日（日） 
　　　　開会式：9時30分
ところ　杵築市文化体育館
問文化・スポーツ振興課　☎0978-63-5558

第9回

城下町きつき新春卓球大会
と　き　1月4日（木）・5日（金）
ところ　杵築市文化体育館
問文化・スポーツ振興課　☎0978-63-5558

杵築市成人式
と　き　1月7日（日）13時30分～
ところ　杵築市文化体育館
問社会教育課　☎0977-75-2413

第46回 

杵築市産業祭・みかん祭り
と　き　1月13日（土）10時 ～ 15時
　　　　　   14日（日）   9時 ～ 15時
ところ　杵築市健康福祉センター
問農林課 園芸係　☎0978-62-1809 

杵築市消防団出初式
と　き　1月14日（日）9時～
ところ　杵築市役所 山香庁舎前広場
　　　　※荒天時は市営山香体育館
問危機管理課　☎0978-62-1802

9日
（土）

10日
（日）

17日
（日）

24日
（日）

4日
（木）～

7日
（日）

13日
（土）～

14日
（日）

演題

講師

「人権文化豊かなまちづくりに

向けて～阪神・淡路大震災が

教えたもの」

中尾　由喜雄さん

全国隣保館連絡協議会・常任顧問
なかお　　　ゆ　き　お

12月４日～10日は 「人権週間」

1948（昭和23）年12月10日、国際連合第3回

総会において「世界人権宣言」が採択されたこ

とを記念し、1949（昭和24）年に法務省と全

国人権擁護委員連合会が毎年12月10日を最

終日とする一週間を「人権週間」と定めました。

日 曜 ・ 祝 日

在 宅 当 番 医

▼相談日

　●介護相談　毎週木曜日

　●健康相談　毎週金曜日

　●オレンジカフェ　8日(金)

　●料理教室・栄養相談

　　6・13・20日(水)10時30分～14時

▼介護ボランティア〈ねこの手〉

　●サロン(絵手紙)

　　11・25日(月)13時30分～15時

▼カルチャー教室

　●手芸教室　5日(火)13時30分～15時

　●算数教室　毎週水曜日15時～16時30分

山香町野原1682番地1　☎0977-75-1131

月～土曜日（祝日を除く）　10時～15時
みんなの楽校 温（ほっと）

ぬくもりがっこう

▼相談日

　●健康相談　毎週火曜日

　●栄養相談　毎週金曜日

　●介護相談　9日(土)13時～15時

▼介護ボランティア〈ねこの手〉

　●サロン　7・14日(木)10時～12時

▼カルチャー教室

　●川柳教室　4・18日(月)13時～15時

　●習字教室　11・25日（月）13時～15時

　●絵文字教室　12・26日(火)10時～12時

　●絵画教室　12・26日(火)13時～15時

　●絵手紙教室　6・20日(水)13時～15時

　●折り紙教室　13・27日(水)13時～15時

　　（カブトガニ）　1・15日(金)13時～15時

　●麻雀教室　7・14・28日(木)13時～15時

　●パソコン教室　8・22日(金)13時～15時

　●将棋教室　毎週土曜日10時～12時

　●手芸教室　9日(土)13時～15時

▼その他

　●認知症家族会　19日(火)13時～15時

　●認知症カフェ

　　21日(木)11時30分～14時

　●ピンポン

　　毎週月・水・土曜日 10時～12時

　●山香病院出前講座

　　8日(金)10時30分～12時

　●杵築市出前講座《心の健康》

　　28日(木)10時30分～12時

　●パン販売　毎週金曜日10時30分～

杵築692番地4（ふるさと産業館前）　☎080-6462-6566

月～土曜日（祝日を除く）　10時～15時福ろう
ふく

まちかど交流サロンまちかど交流サロン 12月

※このコーナーは今月で終了します。来月以降の予定はケーブルテレビ等でご確認ください。
※時間を記載していないものは開所時間中いつでも受け付けます。
問 地域包括支援センター　☎0977-75-2402（内線 133）

※12月29日～1月3日
　まではお休みです。

農地相談日

毎月第２金曜日　※要予約

・大田庁舎は9:30 ～

・山香庁舎は13:30 ～

☎農業委員会（0978-64-0711）

12月の納税・納付

■納期限は12月25日(月)

固定資産税（第3期）

国民健康保険税（第6期）

介護保険料（第6期）

後期高齢者医療保険料（第6期）

上・下水道料（12月請求分）

消費生活相談

月～金曜日　8:30～17:00

☎杵築市消費生活センター〔商工観光課〕

　（0978-62-1808）

公証人の無料相談会

毎月第1水曜日 13:00～14:30

きつき生涯学習館　育児室

※遺言相談等　※要予約

☎097-535-0888

県弁護士会による法律相談

毎週金曜日　13:30 ～ 16:30

杵築市商工会館

※要予約、原則30分5千円

※多重債務相談は無料

☎097-536-1458

ひとの動き 

人口 29,946人（前月比－17）

　男 14,438人（－17）

　女 15,508人（±0）

　杵築地域 21,811人（－1）
　山香地域 6,830人（－3）
　大田地域 1,305人（－3）

世帯数 13,529世帯（－18）
　出生　 21人　死亡　 43人

　転入　 52人　転出　 47人
※平成29年10月末日現在。
　住民基本台帳による。

31
日
（
日
）

杵築市立山香病院
☎0977-75-1234

杵築中央病院
☎0978-62-3080

1
日
（
月
）

杵築市立山香病院
☎0977-75-1234

藤原整形外科クリニック
☎0978-66-4055

2
日
（
火
）

杵築市立山香病院
☎0977-75-1234

杵築オレンジ病院
☎0978-63-5560

3
日
（
水
）

杵築市立山香病院
☎0977-75-1234

しおはま診療所
☎0978-66-1220

24
日
（
日
）

杵築市立山香病院
☎0977-75-1234

伊藤皮膚科
☎0978-62-2073

3
日
（
日
）

友岡医院
☎0977-76-2310

菅原内科杵築
☎0978-63-5588

10
日
（
日
）

小野医院
☎0977-75-0187

伊藤小児科医院
☎0978-62-6311

17
日
（
日
）

杵築市立山香病院
☎0977-75-1234

きつき眼科
☎0978-63-3020

23
日
（
土
）

やまが博愛病院
☎0977-75-1255

みやうちウィメンズクリニック
☎0978-66-4103

ー 平成30年1月 ー

ー 平成29年12月 ー

行政相談委員相談日

●12月6日（水）10:00～15:00

・杵築市社会福祉協議会

・山香中央公民館（12:00まで）

・大田庁舎（12:00まで）

◎次回は1月10日（水）

☎総務課（0978-62-1801）

友岡医院
☎0977-76-2310

30
日（
土
）   

第
5
回
杵
築
市
立
病
院

  

在
り
方
検
討
委
員
会

【
日
時
】　
12
月
14
日
㈭ 

18
時
～

【
場
所
】　〔
山
香
庁
舎
〕　
２
階
　 

大
会
議
室

【
傍
聴
手
続
き
】　
会
議
は
傍
聴
が

可
能
で
す
。
希
望
者
は
事
前
に
お

申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

●
受
付
期
限
‥
12
月
1
日
㈮
～
11

　
日
㈪
ま
で

●
定
員
‥
40
人
（
希
望
者
多
数
の

　
場
合
は
抽
選
）

問
■申  

医
療
政
策
課

　（
☎
0
9
7
7-

75-

2
4
0
3
）

　（
F
0
9
7
7-

75-

1
3
1
4
）

 

12
月
16
日
は「
部
落
差
別
の

 

解
消
の
推
進
に
関
す
る
法
律
」

 

が
施
行
さ
れ
た
日
で
す

　
日
本
に
は
、
特
定
の
地
域
出
身

で
あ
る
こ
と
や
、
そ
こ
に
住
ん
で

い
る
こ
と
を
理
由
に
結
婚
に
反
対

さ
れ
た
り
、
就
職
で
不
当
な
扱
い

を
受
け
た
り
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

上
に
誹
謗
中
傷
が
書
き
込
ま
れ
る

な
ど
の
差
別
を
受
け
て
い
る
人
た

ち
が
い
ま
す
。
こ
れ
が
部
落
差
別

で
あ
り
、
こ
れ
を
原
因
と
す
る
社

会
問
題
を
同
和
問
題
と
い
い
ま
す
。

　
同
和
問
題
の
解
決
に
向
け
て
は
、

長
年
の
取
り
組
み
に
よ
っ
て
生
活

環
境
や
産
業
基
盤
の
整
備
な
ど
の

面
で
較
差
の
解
消
が
進
み
、
社
会

の
様
々
な
分
野
で
人
権
尊
重
意
識

の
醸
成
も
進
め
ら
れ
て
き
ま
し
た
。

し
か
し
、
未
だ
に
解
決
に
は
い

た
っ
て
い
ま
せ
ん
。

　
こ
の
よ
う
な
中
、「
部
落
差
別
の

解
消
の
推
進
に
関
す
る
法
律
」
が

平
成
28
年
12
月
16
日
に
施
行
さ
れ

ま
し
た
。
部
落
差
別
は
許
さ
れ
な

い
も
の
で
あ
る
と
認
識
し
、
一
人

ひ
と
り
の
人
権
が
尊
重
さ
れ
る
社

会
の
実
現
を
目
指
し
ま
し
ょ
う
。

問 

人
権
・
同
和
対
策
課

　（
☎
0
9
7
8-

62-

4
7
9
9
）

 

忘
れ
ず
に
申
請
し
て
く
だ
さ
い

 

高
額
介
護
合
算
療
養
費

　「
国
民
健
康
保
険
」
ま
た
は
「
大

分
県
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
」
の

被
保
険
者
で
支
給
対
象
と
思
わ
れ

る
方
に
、
1
月
に
お
知
ら
せ
と
支

給
申
請
書
を
発
送
し
ま
す
。

●
高
額
介
護
合
算
療
養
費
と
は

　
毎
年
8
月
か
ら
翌
年
7
月
ま
で

　
の
1
年
間
に
支
払
っ
た
医
療
保

　
険
と
介
護
保
険
の
自
己
負
担
額

　
の
合
計
額
が
基
準
額
を
超
え
た

　
と
き
、
そ
の
超
え
た
額
が
支
給

　
さ
れ
る
制
度
で
す
。

【
申
請
窓
口
】　
市
民
課 

国
保
年

金
係
、山
香
振
興
課
、大
田
振
興
課

問
市
民
課 

国
保
年
金
係

　（
☎
0
9
7
8-

62-

1
8
0
6
）

　〔
後
期
高
齢
者
医
療
に
つ
い
て
〕

　‥

大
分
県
後
期
高
齢
者
医
療
広

　
域
連
合（
☎
0
9
7-

5
3
4-

　
1
7
7
1
）
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